
（平成30年7月現在）

東 京 北 区挑 戦 都 市検 索北 区  創 業

刊行物登録番号  30-2-035

お問い
合わせ

北区産業振興課  経営支援係

北区公式ホームページ▶https://www.city.kita.tokyo.jp 

〒114-8503北区王子1-11-1 北とぴあ11階

TEL:03-5390-1237／ Mail :shien@city.kita.lg.jp

● ● ● 北 区 創 業 支 援 事 業 者 の ご 紹 介 ● ● ●

【特 定 創 業 支 援 事 業】を 受 け た 創 業 者 の 方 は “特 例” が 受 け ら れ ま す

■ 特定創業支援事業とは

　特定創業支援事業とは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に関する知識、ノウハウが習得できる継続的な支援を

行う事業のことをいいます。この事業に位置付けられたセミナーを既定の回数受講した方は、特定創業支援事業による

支援を受けた者として“特例”を受けることができます。

■ “特例” の一例

・創業前の方が会社を設立する際の登録免許税の軽減

・創業関連保証の申込要件の緩和

・日本政策金融公庫が実施する融資制度の

自己資金要件緩和、利率優遇

・東京都や北区が実施する融資制度の

利率優遇、限度額拡充

■ “特例” を受けるには

　“特例”を受けるには、区が交付する証明書が必要です。特

定創業支援事業による支援を受けて、回数、期間、内容な

どの要件を満たした方には、区への申請により、特定創業

支援事業を受けたことの証明書を交付します。

■ 申請から証明書交付までの流れ

申請書の記載内容を審査し、要件に該当する場合に

限り、証明書を交付します。

証明書の交付準備ができしだい、区からご連絡しま

す。申請者本人が本人確認のできるものをお持ちの

うえ、窓口までお越しください。
■ 注意事項

・申請から証明書交付までには１～２週間ほどかかります。

・証明書の交付申請期限は支援を受けた最終日から起算して１年です。また、区が交付する証明書には有効期限があります。

・証明書は各特例が受けられることを保証するものではありません。

⬇申請窓口

⬇必要書類

と部数

：北区産業振興課経営支援係（窓口持参

または郵送）

：受けた支援の内容、受けたい特例の種

類によって異なります。

※申請に必要な書類は北区公式ホーム
ページからダウンロードできます。

株式会社

の場合

特定創業支援事業を受ける

証明書の交付

北区に証明書交付申請を行う

◆ 特 例 の 内 容、証 明 書 の 申 請 要 件、必 要 書 類 な ど の 詳 細 は 北 区 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 確 認 く だ さ い ◆
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東京都北区 創業支援事業のご案内
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あなたの「創業」、
北区が応援します。

準 備 創 業 フォロー
アップ

東京都北区は、産業競争力強化法に基づき、『北区創業支援等事業計画』

を策定し、国の認定を受けました。

区内で創業を希望する方、創業して間もない方を対象に、創業準備から

創業後のフォローアップまで、6 事業者が連携しながらサポートします。

【区内の創業支援施設】

創業前の方、創業後間もない方が利用できる小規模オフィス、コワーキングスペースです。

■ ネスト赤羽

　インキュベーションマネー

ジャーや専門相談員による

個別相談なども受けられま

す。また、起業家向けセミ

ナーも開催しています。

■ ソーシャルビジネスワークセンター
　AKABANE

　創業、週末起業、副業など形態や業

種を問わず、多様な働き方と地域に

根差したビジネスを応援します。

■ むつみ館

　最長３年間、低賃料でご利用

いただけるほか、経営サポー

トもご利用いただけます。

■ 融資あっせん

金融機関へ創業融資（起業家支援資金）のあっせんを行います。

融資実行後、信用保証料と利子の一部を補助します。

■ 信用保証料、利子の補助上乗せ

区のあっせんした創業融資が実行された創業者に対し、信用保証料と利子の一部を補助します。

■ 金融相談

開業資金のご相談をお受けします。

■ チャレンジショップ支援事業

区内商店街の空き店舗を活用して開業する方に家賃補助等を行います。

■ コミュニティビジネス  チャレンジショップ支援事業

区内の空き店舗等を活用してコミュニティビジネス事業で開業する方に

家賃補助等を行います。　

■ 北区ビジネスプランコンテスト

コンテスト入賞者には表彰状や賞金を贈呈します。

ビジネスプランの作成やブラッシュアップセミナーも開催します。

コンテスト

創 業 場 所

資 金 調 達

家 賃 補 助

個 別 相 談
■ ワンストップ窓口相談

専門家がご相談をお受けします。ご相談の内容に応じて最適な窓口をご案内します。［事前予約制］

■ 創業相談・創業後のフォローアップ

事業計画、資金調達などについてご相談をお受けします。 　

▶何から始めたらいいのかわからない  ▶事業計画を作成したい  ▶開業の手続きを知りたい  ▶軌道にのるまでアドバイスが欲しい

セ ミ ナ ー

▶開業場所を借りたい  ▶事業を始めながら理想の場所を探したい

■ 起業家交流会

「３区（北・豊島・荒川）合同」「女性起業家限定」など

年２～３回起業家交流会を開催しています。

交 流 会

▶先輩起業家の体験談を聞きたい  ▶起業家仲間をつくりたい  ▶創業支援に関する情報がほしい

所在地：

問合せ：

北区赤羽1-59-9

03-3598-0571

所在地：

問合せ：

北区田端新町1-2-12

瀧野川信用金庫 むつみ館2階

03-3893-6176

所在地：

問合せ：

北区赤羽1-59-8 ヒノデビル4階

03-5939-9503

▶ビジネスプランを発表したい

▶店舗家賃の補助を受けたい  ▶事業経費を抑えたい

▶開業資金を借りたい  ▶計画的な資金運営をしたい

▶開業・経営に必要な知識を身に着けたい  ▶起業に関する疑問や悩みを解消したい

【特定創業支援】

については

最終頁参照

☞☞☞

■ 創業支援事業者連携起業入門セミナー　

起業の心構えに関する講義を行います。

また、北区の創業支援施策をご紹介します。

■ 起業セミナー【特定創業支援】

■ きた若手経営者ゼミナール【特定創業支援】

■ 創業セミナー【特定創業支援】

創業に必要な知識・ノウハウが習得できるセミナーです。

■ コミュニティビジネスセミナー

コミュニティビジネス（地域の課題をビジネスの手法を活用して解決する

事業活動）での創業に必要な知識等を習得できるセミナーです。
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